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船舶事故調査報告書 

 

令和４年９月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者等死傷 

発生日時 令和３年１１月２日 １０時１０分ごろ 

発生場所 北海道網走市二ツ岩南方沖 

網走港東防波堤灯台から真方位３１９°１.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４４°０２.８′ 東経１４４°１５.６′） 

事故の概要  プレジャーボートアミューズⅡは、前進中、乗船者全員が海に投げ

出され、同乗者１人が溺死し、船長が負傷した。 

事故調査の経過  令和３年１１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート アミューズⅡ、５トン未満（長さ３.４３ｍ） 

 ２００－３４４４２北海道、個人所有 

 ３.４３ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.５５ｍ、ゴム 

 ガソリン機関（船外機）、７.３kＷ、平成１３年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年７月２２日 

  免許証交付日 令和３年９月３日 

         （令和８年９月２日まで有効） 

同乗者Ａ ５３歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ａ）、重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、海面水温 

   約９～１２℃ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ、及びもう１人の同乗者

（以下「同乗者Ｂ」という。）を乗せ、さけ
．．

釣りを行う目的で、令和

３年１１月２日０７時００分ごろ二ツ岩付近の砂浜を出発した。 

 船長は、０７時２０分ごろ網走市帽子岩沖の釣り場に着いてさけ
．．

釣

りを行っていたところ、０９時３０分ごろ沖側からの風が強くなって

くるのを感じ、二ツ岩付近の砂浜から本船より早く来ていた２隻のゴ
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ムボートが戻り始めるのを認めた。 

船長は、帽子岩沖の釣り場において、２隻のゴムボートが釣果の良

い様子がないのに船外にさけ
．．

をぶら下げているのを認めたので、その

さけ
．．

が二ツ岩沖の釣り場で釣られたものなのではないかと思った。 

船長は、二ツ岩沖の釣り場の方が釣果が良いのではないかと考え、

同乗者Ａ及び同乗者Ｂと相談して、二ツ岩沖の釣り場に移動してさけ
．．

釣りを続けることにした。 

本船は、船長が船尾部の板の上に腰を掛けて左手で船外機のスロッ

トル操作を行い、同乗者Ａが前部甲板に、同乗者Ｂが右舷中央部に置

いてあったクーラーボックスの上にそれぞれ座った状態で、二ツ岩沖

の釣り場に向かった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂの配置概略図 

 

船長は、‘二ツ岩沖の釣り場付近の岩場’（以下「本件岩場」とい

う。）の周辺で白波が立っているのを認めたが、少しの間であれば、

さけ
．．

釣りを行うのに特に問題はないと思った。 

本船は、二ツ岩沖の釣り場に着いて、船長が、船外機を中立状態と

し、錨泊しようと、右回りで振り向いて、船外機の停止ボタンを押そ

うとした際、右舷船尾側から目の高さくらいの追い波を受け、転覆を

避ける目的で前進で加速したものの、１０時１０分ごろ、船首部が海

面に突っ込み、衝撃で乗船者全員が海に投げ出された。 

乗船者全員は、本船の船外機が前進状態で作動されたまま、同船が

左回りに円を描くように陸岸に向かって乗船者全員から離れて行った

ので、陸岸まで泳ぐことにした。 

船長は、同乗者Ａに声を掛けたところ、あまり反応がなかったの

で、同乗者Ａを掴
つか

んで一緒に泳いでいたものの、思うように進まず、

そのうち同乗者Ａから離れてしまった。 

船長は、同乗者Ｂが陸岸に着いたのを認めた後、目撃者の通報を通

じて来援したダイバーによって救助されてからすぐに意識を失った。 

船長は、網走市内の病院に運ばれ、３日間入院した。 

同乗者Ａは、海上保安庁からの要請を受けて救助活動に当たってい

た漁業協同組合の所属船により、漂流しているところを発見されて網

走市内の病院に運ばれ、１２時２９分ごろ死亡が確認され、死因が溺

同乗者Ａ 船長 同乗者Ｂ 

板 

クーラーボックス 

船外機 
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水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 事故発生場

所付近 参照） 

 その他の事項  本船は、船長が令和元年に中古で購入した４人乗りのゴムボートで

あった。 

船長の本船操縦経験は、３０回くらいであった。 

船長は、二ツ岩付近の砂浜を出発する前、スマートフォンで気象情

報を確認し、特に問題がないと思い、出発した。 

乗船者全員は、本事故当時、小型船舶用救命胴衣を着用していた。 

船長は、落水時にスマートフォンを携行していたが、救助要請に使

用する余裕はなかった。 

本船は、本事故後、二ツ岩南西方の陸岸に漂着した。 

船長は、緊急停止スイッチの輪状のコードを左手首にはめていたも

のの、船外機の停止ボタンを押そうとした際には、同コードが左手首

から外れている状態であったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 同乗者Ａの死因は、溺水であった。 

本船は、風波の強まる状況下、船長が、本件岩場の周辺で白波が 

立っているのを認めていたが、少しの間であれば、特に問題はないと

思い、二ツ岩沖の釣り場でさけ
．．

釣りをしようと錨泊の準備を開始した

ことから、波高約１ｍの追い波を受けて、転覆を避ける目的で前進で

加速したものの、船首部が海面に突っ込み、衝撃で乗船者全員が落水

したものと考えられる。 

本船は、前進で加速した際、緊急停止スイッチの輪状のコードが船

長の左手首から外れていたことから、乗船者全員が落水した後、船外

機が前進状態で作動されたまま、乗船者全員から離れて行ったものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、風波の強まる状況下、船長が、本件岩場の周辺

で白波が立っているのを認めていたが、少しの間であれば、特に問題

はないと思い、二ツ岩沖の釣り場でさけ
．．

釣りをしようと錨泊の準備を

開始したため、波高約１ｍの追い波を受けて、転覆を避ける目的で前

進で加速したものの、船首部が海面に突っ込み、衝撃で乗船者全員が

落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・ゴムボートの船長は、自船が風波等を受けやすいと十分に認識

し、白波が立っているのを認めた場合、釣り等を差し控え、可能
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な限り早めに帰航すること。 

 ・緊急停止スイッチを備えた船外機を操作する船長は、船外機を運

転中、常に緊急停止スイッチのコードを身体に身に着けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船が漂着した場所 

網走港東防波堤灯台 

北海道 
網走市 

事故発生場所 

（令和３年１１月２日 

 １０時１０分ごろ発生） 

本船 

本件岩場 

Ｍ 

（海上保安庁ホームページの海洋状況表示システム（海しる）を加工して使用） 

本船が出発した場所 

二ツ岩 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 事故発生場所付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船外機 板 

事故発生場所付近 

二ツ岩 


